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～家畜伝染病の予防対策について～ 

町内で牛ヨーネ病が発生しています。 
 

 本病は、牛、鹿、めん羊、山羊に感染する病気で、飼養牛への感染が確認さ

れますと、蔓延防止のため殺処分となり、畜産経営に悪影響を及ぼします。 

本病を含め家畜伝染病の侵入を防ぐため、以下の対策を徹底され、家畜自衛

防疫に努めて下さい。 

 

・農場入口に消石灰散布（４～５ｍ） 

・畜舎ごとに踏込み消毒槽の設置（水洗→消毒液） 

・飼槽・水槽の頻繁な消毒 

・畜舎の定期的な消毒 

・導入牛の一定期間隔離飼養 

・放牧地への野生動物侵入防止対策（牧柵、電牧の整備） 
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